
 
 
 

昨年 6 月 11 日に改正女性活躍推進法が交付されたことで、2026 年 4 月 1 日から、女間賃金差異と女性管理職比

率の公表義務が拡大することとなりました。今回は本改正の内容について、以下に抜粋しご紹介いたします。 

 

■改正の概要 

これまで従業員数 301 人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101 人以上の企業に公

表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても 101 人以上の企業に公表を義務付けられることにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

■従業員数 301人以上の企業は・・ 

従業員数が 301 人以上の企業に、以下の４項目以上の情報公表を義務付けます。 

 

●男女間賃金差異（令和 4 年 7 月 8 日から義務付けられています） 

●女性管理職比率（令和８年４月１日から新たに義務付け） 

●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

（下の左の表の７項目から１項目以上を選択して公表） 

●職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

（下の右の表の７項目から１項目以上を選択して公表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■従業員数 101～300人の企業は・・ 

従業員数が 101～300 人の企業に、以下の３項目以上の情報公表を義務付けます。 

 

●男女間賃金差異（令和８年４月１日から新たに義務付け） 

●女性管理職比率（令和８年４月１日から新たに義務付け） 

●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または 

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

（上記の２つの表の 14 項目のうち１項目以上を選択して公表） 

 

 

【労務】女性活躍推進法が改正されました！令和８年４月１日施行 

 



Ｑ．具体的にはいつの期間の数値をいつまでに公表する必要があるのか。 

 

Ａ．初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の

実績を、その次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に公表する必要があります。 

 

例えば 

令和８年４月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和８年７月末までに公表 

令和８年１２月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和９年３月末までに公表 

令和９年３月末に事業年度が終了する企業 ⇒ おおむね令和９年６月末までに公表 

 

その後もおおむね１年に１回以上、最新の数値を公表する必要があります。 

 

※なお、女性管理職比率について、公表時点で得ることができる最新のものとする必要があります。具体的には、

公表を行う事業年度の前事業年度時点の情報である必要がありますが、最新のものであれば、公表を行う事業

年度の前事業年度のいずれの時点の情報であっても差し支えありません。 

 

■男女間賃金差異の情報公表のイメージ  

・「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合（パーセント）で示します。 

・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは 

・管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」の合計です。 

・「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 

①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、若しくは、その構成員が 10 人

以上（課長を含む。）のものの長 

②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当

する者（ただし、一番下の職階ではないこと。） 

※ 一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。 

 

Ｑ．具体的にはいつの期間の数値をいつまでに公表する必要があるのか。 

 

Ａ．公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が最も適切です。是非ご活用ください。 

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/ 

なお、自社のホームページへの掲載等でも差し支えありません。 

 

参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001663919.pdf 

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001663919.pdf

